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△ 正面路線と側方路線の地区区分が異なる宅地

Q :私の相続した宅地のなかに、地区区分

の異なる2つの路線に面している宅地があり

ます。この宅地を評価するに際、注意するこ

とがあれば教えてください。

A:側方路線の奥行価格補正率や側方路線
影響加算率も、正面路線の地区区分で判定し

ますので注意してください。

【解説】

2つの路線に面している宅地は、その宅地

の利用形態に関係なく、各路線価にその地区

区分に対応する奥行価格補正率を加味した価

格の高い方の路線が正面路線になり、低い方

が側方路線になります。

正面路線と側方路線の地区区分が異なる場

合、正面路線は通常と同様に正面路線の地区

区分を適用しますが、側方路線も正面路線の

地区区分を適用します。

したがって、正面路線に表示された地区に

存するものとして、側方路線の奥行価格補正

率や側方路線影響加算率も、正面路線の地区

区分で判定することになります。

これまで、この取扱いが通達等に例示され

ていなかったため、誤って申告する納税者が

散見されたことから、国税庁では、タックス

アンサーで「地区の異なる2以上の路線に接

する宅地の評価」として例題をあげて説明し

ています。


